
徳 島 県 及 び 高 知 県 参 議 院 合 同 選 挙 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 ２ 号  

公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 100号 ） 第 11 3条 第 １ 項 第 ４ 号 の 規

定 に よ り 参 議 院 徳 島 県 及 び 高 知 県 選 挙 区 選 出 議 員 補 欠 選 挙 を 行 う

べ き 事 由 が 生 じ た こ と に 伴 い 、 令 和 ５ 年 ８ 月 23日 か ら 当 該 選 挙 の

期 日 ま で の 間 、 徳 島 県 及 び 高 知 県 の 区 域 内 に お い て 、 地 方 自 治 法

（ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 、 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る

法 律 （ 昭 和 31年 法 律 第 162号 ） 及 び 市 町 村 の 合 併 の 特 例 に 関 す る

法 律 （ 平 成 16年 法 律 第 59号 ） の 規 定 に 基 づ く 全 て の 直 接 請 求 の た

め の 署 名 を 求 め る こ と が で き な い 。  
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